
奈
良
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
三
十
六
号

奈
良
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
十
二
月
奈
良
県
条
例
第
二
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
基
準
」
を
「
要
件
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
同
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
及
び
同
条
第

三
項
」
に
、
「
基
準
」
を
「
要
件
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
に
供
さ
れ
る
建
物
及
び
そ
の

附
属
設
備
（
以
下
「
建
物
等
」
と
い
う
。
）
が
一
体
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
」
を
「
に
よ
り
構
成

さ
れ
る
幼
保
連
携
施
設
（
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

に
、
「
施
設
で
あ
っ
て
法
第
三
条
第
二
項
」
を
「
も
の
で
あ
っ
て
同
項
」
に
改
め
、
同
号
ア
及
び
イ
中

「
施
設
」
を
「
幼
保
連
携
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同

号
イ
中
「
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
に
供
さ
れ
る
建
物
等
が
一
体
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
」
を
「
に
よ
り

構
成
さ
れ
る
幼
保
連
携
施
設
」
に
改
め
、
同
号
イ

及
び

中
「
当
該
施
設
」
を
「
当
該
幼
保
連
携
施

(1)

(2)

設
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
母
子
家
庭
等
」
を
「
ひ

と
り
親
家
庭
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
建
物
又
は
敷
地
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
施
設
が
認
定
こ

ど
も
園
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
建
物
等
」
を
「
建
物
及
び
そ
の

附
属
設
備
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
級

数
面

積



１
学

級
平

方
メ

ト
ル

180

ー

２
学

級
以

上
学

級
数

－
２

平
方

メ
ト

ル
320

100

＋

×
（

）

ー

第
七
条
第
五
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
、
第
二
号
」
を
「
第
二
号
」
に
、
「
、

第
一
号
」
を
「
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
級

数
面

積

２
学
級

以
下

学
級

数
－

１
平

方
メ

ト
ル

330
30＋

×
（

）

ー

３
学

級
以

上
学

級
数

－
３

平
方

メ
ト

ル
400

80＋

×
（

）

ー

第
七
条
を
第
九
条
と
し
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
条
の
次
に
次
の

二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
）

法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
（
以
下
こ
の
条
に
お

第
四
条

い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

施
設
が
幼
稚
園
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
幼
稚
園
教
育
要
領
に
従
っ
て
編
成
さ
れ
た
教
育
課

程
に
基
づ
く
教
育
を
行
う
ほ
か
、
当
該
教
育
の
た
め
の
時
間
の
終
了
後
、
当
該
幼
稚
園
に
在
籍
し

て
い
る
子
ど
も
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
児
に
該
当
す
る
者
に
対

す
る
保
育
を
行
う
こ
と
。

二

施
設
が
保
育
所
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

幼
児
に
対
す
る
保
育
を
行
う
ほ
か
、
当
該
幼
児
以
外
の
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
（
施
設
が
保
育
所

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
が
所
在
す
る
市
町
村
に
お
け
る
同
法
第
二
十
四
条
第
四

項
に
規
定
す
る
保
育
の
実
施
に
対
す
る
需
要
の
状
況
に
照
ら
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
数
の
子
ど

も
に
限
る
。
）
を
保
育
し
、
か
つ
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
し
学
校
教
育
法
第
二
十
三
条
各

号
に
掲
げ
る
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
保
育
を
行
う
こ
と
。

三

子
育
て
支
援
事
業
の
う
ち
、
施
設
の
所
在
す
る
地
域
に
お
け
る
教
育
及
び
保
育
に
対
す
る
需
要

に
照
ら
し
当
該
地
域
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
保
護
者
の
要
請



に
応
じ
適
切
に
提
供
し
得
る
体
制
の
下
で
行
う
こ
と
。

四

第
六
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
法
第
三
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
）

法
第
三
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
幼
保
連
携
施
設
に
係
る
同
項
の
条
例
で
定
め

第
五
条

る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

幼
保
連
携
施
設
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

ア

幼
保
連
携
施
設
を
構
成
す
る
保
育
所
等
に
お
い
て
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
し
学
校
教

育
法
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
保
育
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
保
育

を
実
施
す
る
に
当
た
り
当
該
幼
保
連
携
施
設
を
構
成
す
る
幼
稚
園
と
の
緊
密
な
連
携
協
力
体
制

が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

幼
保
連
携
施
設
を
構
成
す
る
保
育
所
等
に
入
所
し
て
い
た
子
ど
も
を
引
き
続
き
当
該
幼
保
連

携
施
設
を
構
成
す
る
幼
稚
園
に
入
園
さ
せ
て
一
貫
し
た
教
育
及
び
保
育
を
行
う
こ
と
。

二

子
育
て
支
援
事
業
の
う
ち
、
幼
保
連
携
施
設
の
所
在
す
る
地
域
に
お
け
る
教
育
及
び
保
育
に
対

す
る
需
要
に
照
ら
し
当
該
地
域
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
保
護

者
の
要
請
に
応
じ
適
切
に
提
供
し
得
る
体
制
の
下
で
行
う
こ
と
。

三

次
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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